
プラスチック

持ち手の有無はどちらでも可（中身が出ないようにしっかり縛ること）

燃やせるごみ

３０Ｌ～４５Ｌ以外の袋は不可 他自治体の指定ごみ袋は不可

問い合わせ先：大崎地域広域行政事務組合業務課（電話番号：0229-25-8867）

このお知らせは大崎地域広域行政事務組合ウェブページにも掲載されております
大崎広域

ウェブページ


